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パ
ー
ク
ヒ
ル
ズ
鹿
屋
の
公

社
分
譲
宅
地
購
入
者
へ
の

助
成
を
行
い
ま
す

　

県
住
宅
供
給
公
社
で
は
、
パ
ー

ク
ヒ
ル
ズ
鹿
屋
の
公
社
分
譲
宅
地

を
ご
購
入
さ
れ
た
人
に
、「
公
社

版
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
」
を
50
万
ポ
イ

ン
ト
発
行
し
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
助
成
金
と
し
て
、

「
１
ポ
イ
ン
ト
＝
１
円
」
に
交
換

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
外
構
工
事
費
と
し
て

土
地
価
格
の
10
％
相
当
額（
30
〜

50
万
円
）を
助
成
す
る
ほ
か
、
18

歳
未
満
の
子
ど
も
が
家
庭
に
い
る

人
は
、
宅
地
価
格
を
５
％
割
引
、

複
数
区
画
購
入
の
人
は
10
％
割
引

す
る
特
典
も
設
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
分
譲
地

○ 

販
売
区
画
数
＝
29
区
画
（
土
地

の
み
）

○ 

土
地
分
譲
価
格
＝
３
１
７
万
円

〜
４
９
３
万
円

○ 

土
地
面
積
＝
２
０
９.

88
㎡
〜

３
４
５.

08
㎡（
63.

48
坪
〜

１
０
４.

38
坪
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

県
住
宅
供
給
公
社
企
画
分
譲
課

　

☎
０
９
９ｰ

２
２
６ｰ

７
８
３
３

「
道み
ち

守も
り

か
ご
し
ま
座
談
会 

大

隅
分
科
会
」
を
開
催

　

道
守
と
は
「
道
は
み
ん
な
の
財

産
」
と
い
う
意
識
と
行
動
か
ら
、

行
政
と
住
民
が
手
を
携
え「
協
働
」

で
道
を
守
る
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
等
の
集
ま
り
で
す
。
市
民

の
皆
さ
ん
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
10
月
18
日（
火
）

　

16
時
10
分
〜
17
時
30
分

● 
場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や
２

階
情
報
研
修
室

● 
内
容
＝
講
話
、
道
守
会
員
の
活

動
報
告

○ 

講
師
＝
豊
重 
哲
郎 

氏（
柳
谷

町
内
会
会
長
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

大
隅
河
川
国
道
事
務
所
調
査
第

　

三
課

　

☎
０
９
９
４ｰ

65ｰ

２
９
９
５

「
暮
ら
し
の
何
で
も
行
政
相

談
所
」
を
開
催

　

国
・
県
・
市
の
複
数
の
行
政
機

関
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
暮
ら

し
の
中
の
行
政
に
関
す
る
相
談
な

ど
を
受
け
付
け
る
「
暮
ら
し
の
何

で
も
行
政
相
談
所
」
を
開
催
し
ま

す
。
特
に
、
国
税
に
つ
い
て
は
、

熊
本
国
税
局
本
局
か
ら
専
門
相
談

員
が
来
所
し
ま
す
。

●
日
時
＝
10
月
24
日（
月
）

　

10
時
30
分
〜
15
時

● 

場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や
２

階
情
報
研
修
室

●
参
加
料
＝
無
料

● 

内
容
＝
登
記
、
税
、
道
路
、
年

金
、
県
政
・
市
政
全
般　

な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
児
島
行
政
評
価
事
務
所

　

☎
０
９
９ｰ

２
２
４ｰ

３
２
４
７

　「
鹿
児
島
矯
正
展
」
を
開
催

　

刑
務
所
で
製
作
し
た
刑
務
所
作

業
製
品
等
の
展
示
・
販
売
を
通
じ

て
、
矯
正
行
政
に
対
す
る
理
解
を

深
め
て
も
ら
う「
鹿
児
島
矯
正
展
」

を
開
催
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
10
月
８
日（
土
）・
９
日

（
日
）

　

９
時
〜
16
時

※
９
日
は
、
15
時
ま
で

● 

場
所
＝
湧
水
町
吉
松
体
育
館

（
湧
水
町
中
津
川
）

● 

内
容
＝
受
刑
者
の
文
芸
作
品
等

の
展
示
、
刑
務
所
作
業
製
品
の

展
示
即
売　

な
ど

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
児
島
刑
務
所

　

☎
０
９
９
５ｰ

75ｰ

２
０
２
５

九
州
農
政
局
鹿
児
島
農
政

事
務
所
の
再
編
に
つ
い
て

　

農
林
水
産
省
の
組
織
再
編
で
、

農
政
関
係
事
務
を
担
当
し
て
き
た

鹿
児
島
農
政
事
務
所
が
、
９
月
１

日
か
ら
鹿
児
島
地
域
セ
ン
タ
ー
及

び
鹿
屋
地
域
セ
ン
タ
ー
に
再
編
さ

れ
ま
し
た
。

●
鹿
屋
地
域
セ
ン
タ
ー

　

住
所
＝
鹿
屋
市
西
原
４ｰ

５ｰ

１

　
（
鹿
屋
合
同
庁
舎
１
階
・
５
階
）

● 

管
轄
区
域
＝
鹿
屋
市
、垂
水
市
、

曽
於
市
、
志
布
志
市
、
曽
於
郡
、

肝
属
郡

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
地
域
セ
ン
タ
ー

　

消
費
安
全
グ
ル
ー
プ（
１
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

４
１
３
６

　

農
政
推
進
グ
ル
ー
プ（
５
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

３
２
２
２

か
の
や
ば
ら
園
で
カ
ッ
プ
ル

チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
し
ま
す

　

か
の
や
ば
ら
園
は
、
鹿
児
島
県

で
唯
一
、「
恋
人
の
聖
地
」
に
認

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、毎
月
第
３
日
曜
日
を
、

恋
人
の
聖
地
カ
ッ
プ
ル
デ
ー
と

し
、
当
日
、
カ
ッ
プ
ル
で
お
越
し

の
お
客
さ
ん
に
限
り
、「
カ
ッ
プ

ル
チ
ケ
ッ
ト
」
を
販
売
し
ま
す
。

● 

販
売
期
間
＝
10
月
16
日（
日
）

か
ら
毎
月
第
３
日
曜
日

※
５
月
、
11
月
を
除
く

●
販
売
価
格

＝
ペ
ア
で
１
，
７
０
０
円

● 

内
容
＝
２
人
分
の
入
園
券
・

ロ
ー
ズ
ダ
イ
ナ
ー
ケ
ー
キ
セ
ッ

ト
、
ロ
ー
ズ
絵
馬
、
切
り
花

● 

購
入
方
法
＝
当
日
か
の
や
ば
ら

園
受
付
で
販
売

※
販
売
日
の
先
着
15
組

【
問
い
合
わ
せ
】

　

ロ
ー
ズ
リ
ン
グ
か
の
や

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

８
７
１
８

「
わ
い
わ
い
ガ
ヤ
ガ
ヤ
お

し
ゃ
べ
り
タ
イ
ム
」
を
開
催

●
日
時
＝
10
月
17
日（
月
）

　

19
時
30
分
〜
21
時

● 

場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や
２

階
福
祉
プ
ラ
ザ
ふ
れ
あ
い
ル
ー

ム

●
参
加
料
＝
無
料

※ 

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

Ｄ
Ｖ
被
害
者
支
援
の
会
ア
ミ
ー
チ

　

☎
０
９
０ｰ

７
１
６
７ｰ

３
３
１
２

「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
記
念
講

演
会
」
を
開
催

　

ら
い
予
防
法
廃
止
か
ら
15
年
、

熊
本
判
決
か
ら
10
年
、
ハ
ン
セ
ン

病
問
題
と
ど
う
関
わ
り
、
社
会
は

ど
う
変
わ
っ
た
の
か
共
に
考
え
る

「
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
記
念
講
演
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
＝
10
月
30
日（
日
）

　

13
時
〜
16
時

●
場
所
＝
星
塚
敬
愛
園
公
会
堂

●
講
演

○ 

講
師
＝
神 

美
知
宏 

氏

　

 （
全
国
国
立
療
養
所
入
所
者
協

議
会
会
長
）

○ 

講
師
＝
宮
里 

良
子 
氏

　

 （「
生
ま
れ
て
は
な
ら
な
か
っ

た
子
と
し
て
」
著
者
）

●
参
加
料
＝
無
料

【
問
い
合
わ
せ
】

　

共
に
歩
む
会

　

☎
０
９
９
４ｰ

44ｰ

９
６
８
７

【問い合わせ】市都市政策課（4階）　☎ 0994-31-1130

　屋外広告物が無秩序に設置されると、まちの美観はもとより、事故などの問題も発生します。
そのため、屋外広告物の設置には、ルールが定められています。
　屋外広告物のルールについて、ご理解とご協力をお願いします。

設置には許可が必要
　屋外広告物を設置するには、あらかじめ許可が
必要です。
　また、自分の店舗や会社に表示する店舗名や会
社名などの広告物も、一定の表示面積を超える場
合は許可が必要です。

手数料
　広告物の種類と大きさで手数料は決まります。

※ 許可申請、手数料の額など、詳しくは、お問い
合わせください。

屋外広告物とは
　屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して
屋外で公衆に表示されるもの」で、広告塔、屋上
広告、壁面看板、野立看板、電柱広告、はり紙、
はり札などのことです。

屋外広告物の禁止物件
　次のような物件には、地域に関係なく、原則と
して広告物を表示・設置することはできません。

　禁止物件（右図参照）
　 　街路樹、信号機、道路標識、電柱、橋、
　　トンネル、分離帯、道路上のさく、消火栓、
　　郵便ポスト、電話ボックス、銅像、記念碑、
　　街灯柱　など

　違反した場合は、罰則が適用される場合があり
ます。また、違反広告物として、市が除却するこ
とができます。

●開　演　14：00 ～
●場　所　リナシティかのや 3階ホール
●入場料　一般 1,000 円、大学生以下 500 円
【問い合わせ】　みずたまDuoConcert 実行委員会
　　　　　　　　☎ 080-1746-7750

11/3（木・祝）


